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第1３ 運賃等の割引を受けるには第1３ 運賃等の割引を受けるには第1３ 運賃等の割引を受けるには第1３ 運賃等の割引を受けるには障害者を対象に、次のような運賃等の割引制度があります。くわしくは、担当窓口にお問い合わせください。制 度 対 象 者 内 容 窓 口 等鉄 道 の 障害者手帳所持者 乗 車 券 の 種 割引率 割引区間等 ・乗車券購入時に割 引 ・身体障害者手帳 類 手帳を呈示して・療育手帳 ください。障害者手帳 普通乗車券 ５割引 片道101㎞所持者が単 以上の場合 ※乗車中に手帳の独で利用す 呈示を求められる場合 ることがあります。第１種の手 普通乗車券 ５割引 本人及び介帳所持者が 回数乗車券 護者に対し ※特別急行券、グ介護者と共 定期乗車券 て適用 リーン車、寝台に利用する 急行券 料金については場合（介護 割引されませ者は１名ま ん。で）１２歳未満 定期乗車券 ５割引 介護者に対 ※１２歳未満の障の第２種の してのみ適 害児の運賃は、小手帳所持者 用 児運賃の５割引でが、介護者 すが、小児定期乗と共に利用 車券は割引されます る 場 合 せん。（介護者は１名まで）奈良交通バスの 障害者手帳所持者 乗車券の種類 割引率 ・乗車運賃支払時割 引 ・身体障害者手帳 に手帳を呈示し・療育手帳 障害者手帳所持者 普通乗車券 てください。・精神障害者保健 が単独で利用する 現金 ５割引福祉手帳 場合 回数乗車券 ※小児定期券、ひCI-CA まわり回数券、ひまわりCI-CA定期乗車券 ３割引 については割引されません。第１種の身体障害者 普通乗車券 ５割引手帳・療育手帳A及 現金び、１級の精神障害 回数乗車券者保健福祉手帳所持 CI-CA者が介護者と共に利用する場合（介護者 定期乗車券 ３割引は１名まで）タ ク シ ー 障害者手帳所持者 ・タクシー運賃について、請求額から１割引 ・タクシーに乗車運 賃 の 割 引 ・身体障害者手帳 されます。 する際に手帳を・療育手帳 呈示してください。
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制 度 対 象 者 内 容 窓 口 等航空運賃の 満12歳以上の障 ・割引額は、各航空会社（国内線）により異 手帳を呈示してく割 引 害者手帳所持者及 なります。 ださい。び介助者１名・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳有 料 道 路 ・ ・身体障害者手帳 ・通常料金の５割引となります。 市町村障害福祉一般自動車道 の所持者 ①障害者本人が運転する場合、すべての身体 担当課通行料の割引 ・第１種の身体障 障害者手帳が対象となります。 ※市町村障害福祉害者又は第１種 ※障害者本人または生計を一にする親族等 担当課で対象者の知的障害者を が所有する自動車が対象となります。 である旨の確認日常的に継続し ②障害者本人以外の者が運転し、障害者本人 印を受ける必要て介護している が同乗する場合、第１種の身体障害者手帳 があります。方 又は第１種の療育手帳所持者が対象となり ※ＥＴＣ利用の場ます。 合には、市町村※障害者本人または生計を一にする親族等 障害福祉担当課または、障害者を日常的に介護している で所定の手続き者が所有する自動車が対象となります。 が必要です。※営業用自動車、トラック等は対象外となります。身体障害者手帳、 ・受信料が全額免除となります。療育手帳、精神障 市町村障害福祉Ｎ Ｈ Ｋ 放 送 受 害者保健福祉手帳 担当課信料の減免 を持つ人が世帯構成員であり、世帯 ※市町村で免除事全員が市町村民税 由の証明を受け（住民税）非課税 る必要がありまの場合 す。以下のいずれかに ・受信料が半額免除となります。あてはまる人が、世帯主かつ受信契約者の場合・視覚・聴覚の身体障害者手帳所持者・１級及び２級の身体障害者手帳所持者・１種の療育手帳所持者・１級の精神障害者保健福祉手帳所持者
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制 度 対 象 者 内 容 窓 口 等点字郵便物な 障害者手帳の所持 ・次の郵便物は、郵便料が無料となります。 郵 便 局どの無料扱い 者に限りません。 ①盲人用点字郵便物②盲人用録音テープ・点字出版物等で郵政大臣の指定する点字図書館、点字出版施設等から差出し、またはこれらの施設にあて差出されるもの※①については、中身が点字書類のみでなければなりません。封筒に盲人用と記載し、一部開封して中身が確認できるようにしていれば郵便料が無料となります。※②については、本局へ事前に施設の登録が必要となります。電 話 番 号 の 障害者手帳所持者 オペレーターにあらかじめＮＴＴに届け出た ＮＴＴ支店又は営無 料 案 内 ・視覚障害１～６ 電話番号・暗証番号を告げ、オペレーターは 業所級または肢体不 無料対象者であることを確認のうえ、無料で自由１・２級 番号案内を行ないます。（下肢障害を除く）・聴覚障害２～４、６級・音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害３、４級・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳携 帯 電 話 の 障害者手帳所持者 割引内容は、契約内容により異なります。 各通信事業者障 害 者 割 引 ・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳



- 56 -

障害者手帳の第１種・第２種の区分について障害者手帳の第１種・第２種の区分について障害者手帳の第１種・第２種の区分について障害者手帳の第１種・第２種の区分について障害種別 区分 第１種 第２種視 覚 障 害 １級～３級 ４級の一部４級の一部 ５級～６級聴 覚 障 害 ２級～３級 ４級～６級平衡機能障害 ３級～５級身 音声・言語・そしゃく機能障害上 肢 障 害 １級 ２級の一部２級の一部 ３級～７級体 肢 下 肢 障 害 １級～２級 ３級の一部体 ３級の一部 ４級～７級不 体幹機能障害 １級～３級 ５級障 自由 脳原性運動機能 １級～２級 ３級～７級障害（上肢障害）害 脳原性運動機能 １級～３級 ４級～７級障害（移動障害）心臓機能障害 １級～４級者 内 じん臓機能障害 １級～４級部 呼吸器機能障害 １級～４級（児 障 直腸・ぼうこう機能障害 １級～３級 ４級） 害 小腸機能障害 １級～４級免疫機能障害 １級～４級肝臓機能障害 １級～４級知的障害者（児） Ａ１,Ａ２ Ｂ１,Ｂ２(最重度・重度) （中度・軽度）
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県立文化施設の観覧料の免除奈良県文化会館 ※奈良県橿原文化会館 ※奈良県立美術館 ※なら歴史芸術文化村 ※奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 ※奈良県立万葉文化館 ※奈良県立民俗博物館 ※奈良県立図書情報館 ※奈良県立橿原公苑（陸上競技場、野球場他） ※女性センター（障害者団体に対する減免のみ）奈良県社会福祉総合センター ※奈良労働会館 ※中和労働会館 ※奈良県産業会館 ※奈良春日野国際フォーラム ※奈良県コンベンションセンター ※第二浄化センター（スポーツ広場等） ※福祉住宅体験館 ※まほろば健康パーク（スイムピアの一部） ※奈良めぐり平城宮跡前自動車駐車場 ※（制度の概要について）＜減免対象＞障害者手帳を持つ障害者、障害者に同伴する介助者障害福祉課で障害支援の活動実績が確認され、登録証を交付された障害者団体なお、各施設毎の減免対象、申請手続き等詳細につきましては、おそれ入りますが事前に各施設へお問い合わせいただきますようお願いいたします。


